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認知症老人徘徊感知機器

　福祉用具の貸与や購入を希望する方は、利用前に実
物を見たり使用方法や注意点を確認してから利用する
ことをお勧めします。
　詳しくは21ページの「ＡＴＣエイジレスセンター」へご
相談ください。

　また、2024（令和6）年4月から⑩～⑫の固定用スロープ、歩行器（歩行車は除く）、単点杖
（松葉杖は除く）・多点杖は貸与と購入の選択制が導入されました。
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